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各 位 

会 社 名 株式会社ネクストジェン 

代表者名 代表取締役社長 大西 新二 

 （ＪＡＳＤＡＱ・コード３８４２） 

問合せ先 取締役管理本部長 天田 貴之 

 （TEL．０３－５７９３－３２３０） 

 

「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定を決議いたしまし

たので、下記のとおり改定後の内容をお知らせいたします。 

今回の改定は、「会社法の一部を改正する法律」（平成 26 年法律第 90 号）及び「会社法施行規則等の一部

を改正する省令」(平成 27 年法務省令第６号)が、平成 27 年５月１日に施行されることに基づいて変更する

ものであります。 

なお、改定箇所につきましては下線で示しております。 

 

記 

 

１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

① 当社は、法令、定款及び社会倫理の遵守を徹底するために、取締役及び使用人の規範として「行動

規範/役職員行動規範マニュアル」を制定し、周知徹底を図る。 

② 取締役の職務執行については、毎月一回以上開催される取締役会にて、取締役及び代表取締役社長

がその職務執行状況について報告し、取締役会が法令、取締役会規程及び職務権限規程に従い監督

する。 

③ 監査役は、取締役会及びその他の重要な会議に出席し、取締役の職務執行状況を監査する。 

④ 社内コンプライアンス体制を徹底するため、代表取締役社長を議長とする社内組織から独立したコ

ンプライアンス推進室を設置し、全社のコンプライアンス体制を整備、改善するとともに取締役及

び使用人に対する教育を行う。 

⑤ 当社の取締役及び使用人が法令違反の疑義がある行為を発見した場合に、コンプライアンス推進室

に直接報告ができる内部通報制度を設置する。報告された内容についてはコンプライアンス推進室

で審議され、重大性に応じて取締役会及び監査役会に報告され、全社に周知することとする。 

 

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

   取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び文書管理規程に従い、適切に保存・管理すること       

とする。 

 

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

   本部長会議を定期的に開催し、管理者より各本部の事業活動状況を報告させ、そのうち重要な事項に関    
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しては、内在するリスクについて把握し対策を講じるとともに経営会議及び取締役会に上程するものと

し、コンプライアンス、経営体制又は財政状況等の当社事業に係るリスクについての管理体制を構築す

る。 

 また、危機管理対策規程を定め、不測の事態等の経営危機が顕在化した場合は、同規程に従い代表取

締役社長又は管理担当取締役が危機対策本部を設置して迅速に対応し、当該危機を最小に止めるための

管理体制を構築する。 

 

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

 当社は、毎月一回開催する定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要事項の決

定と取締役の職務執行状況の監督を行う。 

 また、迅速な経営意思決定プロセスと適切な業務執行を図るため、代表取締役社長、常勤取締役及び

各部門長で構成される経営会議を設置し、原則毎週一回業務執行における重要事項について審議及び検

討を行い、取締役会を補完する。 

 

５．監査役がその職務を補助すべき使用人（補助使用人）を置くことを求めた場合における当該使用人に関す

る事項 

 当社は、監査役の要望に応じて、その補助業務及び運営事務を行うための使用人の配置、変更並びに

増員等を行う。その人事に関しては、取締役と監査役の間で協議の上、決定することとする。 

 

６．前号の補助使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関

する事項 

 監査役の補助使用人が行う補助業務についての指揮命令は、監査役が直接行う。また、補助使用人の

人事考課及び異動等については、監査役会の同意をもって決定することとする。 

 

７．取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制並びにその報告を

したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制 

 監査役は、取締役会をはじめ社内の重要会議に出席し、取締役から職務執行状況に関する報告を受け

るものとする。 

 取締役は、当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合

には、直ちに監査役に報告するものとし、必要に応じた対応策等について、取締役会にて報告・協議す

ることとする。 

 監査役は必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求めることができることとする。 

   当社は、監査役へ報告を行った取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱

いをすることを禁止し、その旨を取締役及び使用人に周知徹底する。 

 

８．監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる

費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 

   当社は、監査役がその職務の執行について当社に対して会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求

をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に

必要でないと認められた場合を除き、速やかにこれに応じるものとする。 
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９．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

 監査役は代表取締役と定期的に、監査上における重要な課題等についての意見交換を行う。 

 監査役が監査に必要と判断した社内の重要文書及びその他の資料、情報を入手、閲覧することが出来

る体制を構築する。 

 監査役は、当社の法令遵守体制に問題を認めたときは、取締役会において意見を述べると共に、改善

策の策定を求めることができることとする。 

 

10．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 

当社は、市民生活や企業活動の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体との関係を一切遮断し、 

それらの活動を助長させたり、経済的利益を含む一切の利益を供与することに加担しないことを基本方

針とする。 

 所轄の警察署、顧問弁護士、外部の専門機関等と連携し、被害防止の体制整備を図ると共に、役職員

行動規範マニュアルに明文化して社内の周知徹底を行う。 

 また取引先等との契約書に、反社会的勢力を排除する条項の導入を進め、反社会的勢力との関係を遮

断する。 

以上 


